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「生きていてもいいですか」
学生相談所カウンセラー　山中　淑江

人権センター発足
人権センター長　　郭　洋春

こころの成長

今回はいささか重いテーマです。まあ、
人生とは往々にして重いものですから。
これは中島みゆきの古いアルバムのタイ
トルです。このアルバムがでた時、私は
みなさんと同じぐらいの歳でした。そし
て、このタイトルに胸を突かれたことを
覚えています。このアルバムの中の歌詞
に、「生きていてもいいですかと、誰も問
いたい。（略）その答えを知っているか
ら、誰も問えない。」という言葉がありま
した。当時私は、その答えとは何だろう、
と考えました。「いい」のだろうか「いけ
ない」だろうか、たぶん「わからない」
ではないかと思っていました。

近頃ふとこの問いを思い出しました。
そして、あの答えは「私には答えられな
い。」とか、「自分で考えて。」とか、「勝

10月１日、立教大学に新たに人権セン
ターが発足しました。元来立教大学には、
1991年に発足した人権問題委員会が存在
しました。人権問題委員会は、本学におい
て発生した「差別落書事件」を契機として
発足した組織ではありましたが、主に啓発
活動を中心に人権問題に取り組んできまし
た。それは一方で、多くの人達に人権の尊
さを喚起することはできましたが、他方で
1996年、学生部セミナーにおいて発生し
た差別発言事件に対しては主体的な関わり
を持つことができませんでした。こうした
限界をもつ人権問題委員会をより良いもの
とするため発展的に改編して出来上がった
のが、人権センターです。

人権センターの役割は大別すると、啓
発、点検、支援、問題解決の４つからな
っています。啓発とは、大学の全構成員
に対して人権に関する啓発プログラムの
企画・運営、人権問題に関する各種研修
の開催や資料収集、各学部・事務部局が
行なう啓発プログラムなどへの協力及び
連絡・調整を行なうことを意味します。

また、点検とは、現在学内に存在して
いる自己点検・評価委員会とも連絡を取
りながら、各学部や事務部局の普段の運
営や業務を人権という観点から点検し、

手にすれば。」といった言葉ではなかった
かと思いました。この問いが誰かに向け
られないのは、それがその相手とは関わ
りがないのだと突き返されることを知っ
ているからではないか、と。そして、こ
の問いを誰かに問うことは、人は自分の
存在への肯定をひととの関係のなかに求
めて生きていることを意味しているのだ、
と思いました。

このような問いを不思議に思うひとも
いるでしょう。「生きていてもいいに決ま
っているじゃない。」と。また、様々な個
人的事情から、この問いを持ちつつ生き
ているひともいるでしょう。学生の方た
ちとの出会いのなかで、この問いを問え
ずに、深く心に抱え持っていることに気
づくことがあります。また言葉にならな

必要に応じて提言をするということです。
さらに、支援とは、本学の全構成員に

対して、人権に関する相談・支援・協力
を行ないます。そして、問題解決とは人
権センター内に人権問題に関する支援・
相談窓口を常設し、全構成員への人権に
関する活動の支援や相談に対応すると共
に、人権侵害問題発生時には本学におけ
る責任主体として積極的に問題解決に向
けて活動します。また、その問題が学外
の個人や団体にまで及んだ場合、大学を
代表して問題解決のための必要な活動を
行なうことを意味します。

以上が、人権センターの主な活動内容
ですが、これだけを読むと人権センター
は本学の人権問題を一手に引き受け、活
動する大仰な組織であるかの印象を受け
るかもしれません。しかし、人権問題の
基本は、私たち一人一人が人権の大切さ
を理解しお互いの人権を尊重することに
あると考えます。従って、人権センター
の主たる活動は本学の構成員の人権意識
が高まるよう様々な取組みを後ろから支
え、支援することにあります。つまり、
人権問題の主体はあくまでも本学の構成
員一人一人であり、その活動が円滑に進
むよう支援するところに人権センターの

いいろいろな形でこの問いを問いかけて
いるひともいます。相談所を訪れるひと
ばかりではありません。この夏休みに泊
まりがけで学生の方とじっくり話し合う
機会がありましたが、それぞれの心の中
にひっそりと、この問いが潜んでいるよ
うに感じました。

人は孤独なものですから、自分が生き
る意味はひとりで問い続けていくものな
のでしょう。けれどもひとりで問うてい
く基盤には、ひととの関係の中で自分が
ここにいてもいいのだと実感できる体験
が支えとなるように思います。

ひととの関わりの中では、理解し合え
なかったり、裏切られたように感じたり
することは避けられないでしょう。そん
な時に、この問いが心を苦しめることが
あるかも知れません。自分が自分でいる
ことを支えてくれる大切な誰かとの体験
は、そのひとの心の中に眠っていること
もあります。もし残念なことにそのよう
な体験を見つけられなかったとしても、
私たちには、まだこれからそのようなひ
ととの関わりを築いていける希望がある
のだと思います。

役割がある、と考えています。
また、事務局は当面総長室内に設置さ

れますが、人権センターが発足し事務局
が設置されたからといって、当分の間は、
試行錯誤を繰り返しながら活動していく
ことになると思われますので、全ての立
教大学関係者が人権問題に高い関心を持
ち、人権センターの活動に協力して頂け
ることを心よりお願いします。
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